
　熱中症（※）は気温が高くなる7月～８月が発症のピークです。熱中症は
適切な対策を取れば防ぐことができます。周りの人と声を掛け合って、
熱中症を予防しましょう。

児童扶養手当 特別児童扶養手当
受付期間 8月1日～31日 8月10日～24日
提出物 現況届 所得状況届

児童手当

児童扶養手当

特別児童扶養手当

　7月以前から児童扶養手当・特別児童扶養手当を受給している人は、
８月に更新手続きが必要です。該当者に更新用の書類を送付します。

86986813ＨＰ

26194403ＨＰ

14504085ＨＰ

受付初日・最終日、月曜は混み合います。分散来場にご協力をお願いします

▶支給対象…15歳到達後の最初の3月末までの児童を、国内で養育している人
▶所得制限限度額(児童2人養育している人で706万円)以上の場合、児童手当
　でなく特例給付を支給
▶所得上限限度額(児童2人養育している人で942万円)以上の場合、支給対象外

▶支給対象…父母の離婚や死別などで父または母と生計をともにできないか、　
　重度障害の父または母がいる児童を養育する人。一部公的年金等との併給可。
　所得制限あり
▶支給期間…児童が1８歳に到達する日以降の最初の3月末まで。ただし、心身
　に中度以上の障害がある児童は20歳未満

▶支給対象…身体、精神、知的障害の程度が中度以上の20歳未満の児童を養育
　する人。所得制限あり

※2年間続けて手続きしない場合、受給資格が無くなる場合あり

休日受付を実施

8月20日(日)
市役所東館7階

支給額など詳しくは各HPに掲載

遅れると11月の振込に
間に合わない場合あり

遅れると来年1月の振込が
一時的に差し止めに

児童扶養手当

室内

屋外

特別児童扶養手当

申請がまだの人はご相談を

　市は、福祉・介護の仕事に興味のある人を対象にしたセミナーや研修
を開催します。いずれも参加費無料。ぜひご参加ください。

（※）室温や気温、湿度が高い環境の中で体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節
　　　機能が働かなくなり、体温上昇やめまいなど、さまざまな症状を引き起こす病気

○扇風機やエアコンで温度を調節○扇風機やエアコンで温度を調節
○○遮光カーテン、すだれを利用遮光カーテン、すだれを利用

室内でも外出時でも、のどの渇きを感じていな室内でも外出時でも、のどの渇きを感じていな
くても、こまめに水分・塩分などを補給するくても、こまめに水分・塩分などを補給する

　介護保険制度のもと提供される家事援助限定型訪問サービス(掃除・
洗濯・買い物等)の担い手養成のため、3日間の研修(座学のみ)を開催し
ます。研修を修了し、同サービスを行う介護事業所に採用されると、「介
護予防・生活支援員」として働くことができます。

○○日傘や帽子の着用日傘や帽子の着用
○○天気の良い日は日陰の利用、こまめな休憩天気の良い日は日陰の利用、こまめな休憩
○○保冷剤・氷などで体を冷やす保冷剤・氷などで体を冷やす
○○通気性の良い、吸湿性・速乾性のある衣服を着用通気性の良い、吸湿性・速乾性のある衣服を着用

日程 会場 申込

9月
20日（水）
27日（水）
29日（金）

午前10時
から 市民会館

ソラスト
（06・6265・8555…
土・日曜、祝・休日休み）

※定員あり。詳細は市のホームページでご確認ください
47327167ＨＰ

暑さを避ける

熱中症警戒アラート発表時には、外出をなるべく控え、暑さを避けましょう

福祉・介護の仕事に興味のある人へ

問 福祉のまちづくり課（0798・35・3135）

熱中症を防ぎましょう

こまめに水分を補給する

　介護の仕事や資格取得に興味のある人を対象に、介護の仕事内容や資
格、求められている人材などについてセミナーを開催します。希望者は
セミナーの後に行う個別相談会にも参加できます。

55568042ＨＰ
電話で福祉のまちづくり課申込

９月１１日（月）午後2時から市民会館日時・会場

詳細は市HPへ
定員あり。

介護のしごとセミナー

はじめての介護のしごと

家事を仕事にしませんか
介護予防・生活支援員養成研修

子育て関連の各種手当のご案内

定員あり
参加費無料

インボイス制度

日程 会場
８月10日（木）・22日（火）

午後2時から 西宮税務署
9月12日（火）・29日（金）

《インボイス制度説明会》

日程 会場
８月22日（火）、9月29日（金）午後3時から 西宮税務署

《登録要否個別相談会》

詳しくは
国税庁HPで
確認を

適格請求書（インボイス）を発行できるのは、「適格
請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発
行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、
登録を受ける必要があります

各開催日の3日前までに電話で西宮税務署申込

　１0月からインボイス制度が始まります。西宮税務署は、事業者の皆
さんにインボイス制度の内容について理解してもらうため、「インボイ
ス制度説明会」、「登録要否個別相談会」を開催します。

説明会・個別相談会説明会・個別相談会をを開催開催

問 西宮税務署（0798・34・3930）

10月から開始の10月から開始のインボイス制度インボイス制度に向けてに向けて

問　健康増進課（0798・26・3667） ＨＰ 43007277

問　子育て手当課（0798・35・3190）

受給者は8月に更新を

（2）� 令和5年（2023年）7月25日


